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パートナーシップ等の無効 
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・互いの合意のみに基づいて成立している関係であって、当該関係が対等の立場で相互の協力

により維持されるものであること。 
・継続的に同居し、相互に協力して共同生活を送ること。 

・生計を一とする子がおり、家族として生活を共にすること。 
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